
2020年８月 28日改正 

IC カード乗車券取扱規則新旧対照表 

旧 新 

 

本則 

 

本則 

  

第 8 章 IC カードの相互利用 第 8 章 IC カードの相互利用 

(IC カードの相互利用) 

第 30 条 株式会社パスモが相互利用を行

う以下の IC カードについては，第３条

第１項第１号に定める IC カード乗車券

として取り扱うこととし，本規定を準

用する。 

(IC カード等の相互利用) 

第 30 条 株式会社パスモが相互利用を行

う以下の IC カード等については，第３

条第１項第１号に定める IC カード乗車

券として取り扱うこととし，本規定を

準用する。 

(1)～(12) (略) (1)～(12) (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

  

 


